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■
軽
減
税
率
制
度
の
実
施
時
期

平
成
31
年
10
月
1
日(

消
費
税

　

率
の
引
上
と
同
時)

■
消
費
税
率
等

標
準
税
率
は
10
％
、
軽
減
税

率
は
８
％

■
軽
減
税
率
の
対
象
品
目

①
酒
類
・
外
食
を
除
く
飲
食

料
品

②
週
２
回
以
上
発
行
さ
れ
る

新
聞(
定
期
購
読
契
約
に
基
づ

く
も
の)

■
帳
簿
及
び
請
求
書
等
の
記
載

　

 

と
保
存

　

対
象
品
目
の
売
上
・
仕
入

が
あ
る
事
業
者
は
、
こ
れ
ま

で
の
記
載
事
項
に
税
率
ご
と

の
区
分
を
追
加
し
た
請
求
書

等
の
発
行
や
記
帳
な
ど
の
経

理(

区
分
経
理)

が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

仕
入
税
額
控
除
の
要
件
は
、

現
行
、｢

帳
簿
及
び
請
求
書
等

の
保
存｣

で
す
が
、
軽
減
税
率

制
度
実
施
後
は
、
こ
う
し
た

区
分
経
理
に
対
応
し
た
帳
簿

及
び
請
求
書
等
の
保
存
が
要

件
と
な
り
ま
す(

区
分
記
載
請

求
書
等
保
存
方
式)

。

■
税
額
の
計
算

　

売
上
げ
及
び
仕
入
れ
を
税
率

ご
と
に
区
分
し
て
税
額
計
算

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

区
分
経
理
が
困
難
な
中
小

事
業
者
の
方
に
は
、
経
過
措

置
と
し
て
売
上
げ
に
係
る
税

額(

売
上
税
額)

又
は
仕
入
れ

に
係
る
税
額(

仕
入
税
額)

の

計
算
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。

■
消
費
税
率
引
き
上
げ
時
期　

　

 

変
更
に
伴
う
改
正
点

①
軽
減
税
率
制
度
の
実
施
時
期

改
正
前

平
成
29
年
4
月
1
日

改
正
後

(

平
成
28
年
11
月
改
正)

平
成
31
年
10
月
1
日

②
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存

方
式
の
適
用
期
間

改
正
前

平
成
29
年
4
月
1
日
～
平
成

33
年
3
月
31
日

改
正
後

平
成
31
年
10
月
1
日
～
平
成

35
年
9
月
30
日

③
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の

導
入
時
期

改
正
前

平
成
33
年
4
月
1
日

改
正
後

平
成
35
年
10
月
1
日

④
税
額
計
算
の
特
例
の
対
象
者

改
正
前

中
小
事
業
者
以
外
の
事
業
者

も
対
象

改
正
後

中
小
事
業
者
の
み
が
対
象　

※

適
用
対
象
と
な
る
期
間
が

変
更

 

飲
食
料
品
の
取
扱
い(

売
上

げ)

が
な
い
場
合
や
免
税
事
業

者
の
場
合
も
軽
減
税
率
制
度

へ
の
対
応
が
必
要
で
す
。

■
課
税
事
業
者
の
方

軽
減
税
率
対
象
品
目
の
売
上
・

仕
入
の
両
方
あ
り

例
）
飲
食
料
品
を
取
り
扱
う

小
売
・
卸
売
業(

ス
ー
パ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
、
青
果
店
等)

、
飲

食
業(

レ
ス
ト
ラ
ン
等)

軽
減
税
率
対
象
品
目
の
仕
入
の

み
あ
り

例
）
会
議
費
や
交
際
費
と
し

て
飲
食
料
品
を
購
入
す
る
場

合
等

①
発
行
す
る
請
求
書
等
は
区
分

記
載
請
求
書
等
へ

②
取
引
先
か
ら
、
区
分
記
載
請

求
書
等
を
受
領
し
、
日
々
の
取

引
を
税
率
ご
と
に
記
帳
（
区
分

経
理
）

③
申
告
時
の
税
額
計
算

※

仕
入
の
み
の
場
合
は
②
と
③

■
免
税
事
業
者
の
方

軽
減
税
率
対
象
品
目
の
売
上
あ

り課
税
事
業
者
と
取
引
を
行
う

場
合
、
区
分
記
載
請
求
書
等

の
交
付
を
求
め
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

■
飲
食
料
品

　

飲
食
料
品
と
は
、
食
品
表

示
法
に
規
定
す
る
食
品(

酒
類

を
除
く)

を
い
い
、

一
定
の
一
体
資
産

を
含
み
ま
す
。
な

お
、
外
食
や
ケ
ー

タ
リ
ン
グ
等
は
軽

減
税
率
の
対
象
に
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。

■
新
聞

　

軽
減
税
率
の
対
象
と
な
る

新
聞
と
は
、
一

定
の
題
号
を
用

い
、
政
治
、
経

済
、
社
会
、
文

化
等
に
関
す
る

一
般
社
会
的
事
実
を
掲
載
す

る
週
２
回
以
上
発
行
さ
れ
る

も
の
で
す
。(

定
期
購
読
契
約

に
基
づ
く)

【
主
な
対
象
品
目
の
留
意
点
】

・
飲
食
料
品

　

飲
食
料
品
と
は
、｢

一
般
に

人
の
飲
用
又
は
食
用
に
供
す

る
も
の｣

を
い
い
ま
す
。
例
え

ば
、
工
業
用
の
塩
は
、
軽
減

税
率
の
対
象
と
な
る
飲
食
料

品
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

主催：阿波麻植法人会平成29年1月28日 ハートプラザ住友

身近な税

和田　博明

川島税務署統括官

、

軽
減
税
率
制
度
の

実
施

課
税
事
業
者
・
免
税

事
業
者
の
対
応

軽
減
税
率
の
対
象

と
な
る
品
目
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・
外
食

飲
食
店
営
業
等
の
事
業
を
営

む
者
が
飲
用
に
用
い
ら
れ
る

設
備
が
あ
る
場
所
に
お
い
て

行
う
食
事
の
提
供
の
こ
と
で

す
。

・
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
等

　

相
手
方
の
注
文
に
応
じ
て

指
定
さ
れ
た
場
所
で
調
理
・

給
仕
等
を
行
う
も
の
で
す
。

・
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
、
宅
配
等

飲
食
店
営
業
等
の
事
業
を
営

む
者
が
行
う
も
の
で
あ
っ
て

も
、
い
わ
ゆ
る
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
・
宅
配
等
は
軽
減
税
率
の

対
象
に
な
り
ま
す
。

・
一
体
資
産

お
も
ち
ゃ
付
き
の
お
菓
子
な

ど
、
食
品
と
食
品
以
外
の
資

産
が
あ
ら
か
じ
め
一
体
と
な

っ
て
い
る
資
産
で
、
そ
の
一

体
と
な
っ
て
い
る
資
産
に
係

る
価
値
の
み
が
が
提
示
さ
れ

て
い
る
も
の
で
す
。

　

税
抜
価
値
が
１
万
円
以
下

で
あ
っ
て
、
食
品
の
価
値
の

占
め
る
割
合
が
２
／
３
以
上

の
場
合
に
限
り
、
全
体
が
軽

減
税
率
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

(

そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
標
準

税
率
の
対
象)

　

課
税
事
業
者
の
方
は
、
仕

入
税
額
控
除
の
た
め
、
仕
入

税
額
控
除
の
た
め
、
帳
簿
と

区
分
記
載
請
求
書
等
の
保
存

が
必
要
と
な
り
ま
す
。(

区
分

記
載
請
求
書
等
保
存
方
式)

　

免
税
事
業
者
の
方
も
課
税

事
業
者
の
方
と
取
引
す
る
場

合
、
区
分
記
載
請
求
書
等
の

発
行
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

■
期
間

　

平
成
31
年
10
月
1
日
か
ら

平
成
35
年
9
月
30
日
ま
で

■
帳
簿
へ
の
記
載
事
項

　

課
税
仕
入
の
相
手
方
の
氏

名
又
は
名
称
・
取
引
年
月

日
・
取
引
の
内
容
・
対
価
の

額
。
軽
減
税
率
の
対
象
品
目

で
あ
る
旨
。

■
請
求
書
等
へ
の
記
載
事
項

　

請
求
書
発
行
者
の
氏
名
又

は
名
称
・
取
引
年
月
日
・
取

引
の
内
容
・
対
価
の
額
・
請

求
書
受
領
者
の
氏
名
又
は
名

称①
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で

あ
る
旨

②
税
率
ご
と
に
合
計
し
た
対

価
の
額

※

①
及
び
②
に
つ
い
て
は
、

請
求
書
等
の
交
付
を
受
け
た

事
業
者
に
よ
る
追
記
も
可
能

　

税
額
計
算
は
、
原
則
と
し

て
、
売
上
又
は
仕
入
を
税
率

ご
と
に
区
分
し
て
行
う
こ
と

と
な
り
ま
す
が
、
売
上
又
は

仕
入
を
税
率
ご
と
に
区
分
す

る
こ
と
が
困
難
な
中
小
事
業

者(

基
準
期
間(

法
人
：
前
々

事
業
年
度
、
個
人
：
前
々
年)

に
お
け
る
課
税
売
上
高
が

5
0
0
0
万
円
以
下
の
事
業

者)

に
対
し
、
売
上
税
額
又
は

仕
入
税
額
の
計
算
の
特
例
が

あ
り
ま
す
。

※

平
成
28
年
11
月
の
税
制
改

正
に
よ
り
、
①
適
用
対
象
と

な
る
期
間
が
変
更
さ
れ
ま
し

た
。
②
中
小
事
業
者
以
外
の

事
業
者
に
対
す
る
税
額
計
算

の
特
例
は
措
置
さ
れ
な
い
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

【
売
上
税
額
の
計
算
特
例
】

　

売
上
を
税
率
ご
と
に
区
分

す
る
こ
と
が
困
難
な
中
小
事

業
者
は
、
次
の
方
法
に
よ
り

軽
減
税
率
の
対
象
売
上
げ
及

び
売
上
税
額
を
計
算
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

区
分

①
仕
入
を
税
率
ご
と
に
管
理

で
き
る
卸
売
業
・
小
売
業
を

営
む
中
小
事
業
者

内
容

　

卸
売
業
・
小
売
業
に
係
る

売
上
に
小
売
等
軽
減
仕
入
割

合
を
乗
じ
た
金
額
を
軽
減
税

率
対
象
品
目
の
売
げ
と
し
、

売
上
税
額
を
計
算

小
売
等
軽
減
仕
入
割
合

＝
卸
売
業
・
小
売
業
に
係
る

軽
減
税
率
対
象
品
目
の
仕
入

額(

税
込)

／

卸
売
業
・
小
売
業
に
係
る
仕

入
総
額(

税
込)

※

①
に
つ
い
て
は
、
簡
易
課

税
制
度
の
適
用
を
受
け
な
い

期
間
に
限
る
。

区
分

② 

①
以
外
の
中
小
事
業
者

内
容

　

売
上
に
軽
減
売
上
割
合
を

乗
じ
た
金
額
を
軽
減
税
率
対

象
品
目
の
売
上
と
し
、
売
上

税
額
を
計
算

軽
減
売
上
割
合

通
常
の
連
続
す
る
10
営
業
日

の
軽
減
税
率
対
象
品
目
の
売

上
額(

税
込)

／

通
常
の
連
続
す
る
10
営
業
日

の
売
上
総
額(

税
込)

区
分

③ 

①
②
の
計
算
が
困
難
な
中

小
事
業
者(

注)

内
容

　

①
②
の
計
算
に
お
い
て
、

使
用
す
る
割
合
に
代
え
て
50

％
を
使
用
し
て
、
売
上
税
額

を
計
算

(

注)

主
に
軽
減
税
率
対
象
品

目
を
販
売
す
る
中
小
事
業
者

が
対
象

① 

② 

③
の
適
用
対
象

平
成
31
年
10
月
1
日
か
ら
平

成
35
年
9
月
30
日
ま
で
の
期

間
に
お
い
て
行
っ
た
課
税
資

産
の
譲
渡
等

　

平
成
35
年
10
月
1
日
以
降

は
、
区
分
記
載
請
求
書
等
の

保
存
に
代
え
て｢

適
格
請
求
書

等｣

の
保
存
が
仕
入
税
額
控
除

の
要
件
と
な
り
ま
す
。(

い
わ

ゆ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度)

　

適
格
請
求
書
等
を
発
行
で

き
る
事
業
者
は
、
税
務
署
長

に
申
請
し
て
登
録
を
受
け
た

課
税
事
業
者(

適
格
請
求
書
発

行
事
業
者)

で
、
申
請
受
付
は
、

平
成
33
年
10
月
1
日
か
ら
と

な
り
ま
す
。

　

適
格
請
求
書
等
に
は
、
区

分
記
載
請
求
書
等
の
記
載
事

項
に
加
え｢

登
録
番
号｣

、｢

税

抜
価
額
又
は
税
込
価
額
を
税

率
ご
と
に
区
分
し
た
合
計
額

適
用
税
率｣

、｢

消
費
税
額
等｣

の
記
載
が
必
要
で
す
。

　

適
格
請
求
発
行
事
業
者
に

は
、
取
引
の
相
手
方
で
あ
る

課
税
事
業
者
か
ら
求
め
ら
れ

た
場
合
、
適
格
請
求
書
等
の

交
付
及
び
写
し
の
保
存
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　

 
(

文
責
・
編
集
部)

税
額
計
算
の
特
例

帳
簿
及
び
請
求
書
等
の

記
載
と
保
存

的
確
請
求
書
等

保
存
方
式




